
（単位：百万円）

対象事業 事業概要
25年度
要求額

評価結果

1

【復興】

東日本大震災を踏まえた国民運動推進
（東日本大震災復興特別会計）

東日本大震災の教訓を踏まえると、「減災」の考え方に基づ
き、ハード・ソフトの施策を組み合わせた対策を進めること
が必要。特に、今後の首都直下型地震や南海トラフの巨大地
震を想定すると、単に、防災意識を高めるだけでなく、国民
一人ひとりが災害による被災状況をイメージし、正しい防
災・減災行動を具体的にとることにより、被害を最小限にお
さえることが必要である。このため、国民に対して自助、共
助による「減災」の重要性を訴えるとともに、国民が具体的
な行動（食料等の備蓄、家具の固定、避難方法の確認、訓練
への参加、耐震化等）を取るための全国的な国民運動を展開
する。

（復興）
494

【評価結果】
これまで一般会計で行ってきた事業であることを踏まえ、事業の内容を十分精査した上
で、一般会計で実施することとし、復興特別会計事業としての予算計上は見送る。

【とりまとめコメント】
一般論として、復興に取り組むことは大事であるし、広報啓発活動を行うということは
大事であるということを大前提として、「東日本大震災を踏まえた国民運動推進（全国
防災）」については、復興特別会計事業としての予算計上は見送ることとする。今まで
一般会計で行ってきた事業を復興特別会計で実施するという緊急性についての十分な説
得力のある説明がなかったこと、地方自治体においても同様の取組みを行っていること
を踏まえると、復興特別会計における計上は見送ることとしたい。

2

【グリーン】

環境未来都市構想の推進
（一般会計及び東日本大震災復興特別会計）

平成23年度中に選定した環境未来都市の11都市に対し、次の
事業を実施する。
・各環境未来都市が策定した計画に基づき取組を推進すると
ともに、各環境未来都市が創出する成功事例の国内外への普
及展開の加速化を図るために「環境未来都市」構想全体の普
及啓発を行う。
・選定した環境未来都市において、先端的な技術・サービス
を複合的に用いる等の先導的な取組についてモデル事業とし
て支援（1/2補助）するとともに、各環境未来都市が行う自
らの取組内容等に係る国内外への普及啓発事業への支援
（2/3補助）を行う。

（一般）
1,871

（復興）
2,400

【評価結果】
一般会計分については、廃止とするが、それは既に指定されている環境未来都市の指定
を取り消すということではない。若干の財源を内閣府が持って他省庁に移し替える工夫
は
あってよいが、全体の調整は内閣府、予算の実施は各省庁という形で整理すること。
なお、東日本大震災復興特別会計分については、予算の中身をもっと精査して取り組む
こと。

【とりまとめコメント】
　「環境未来都市」構想の推進については、一般会計分については「廃止」、東日本大
震災復興特別会計分については、被災地の方々の希望にもなっていることを踏まえて、
予算の中身をもっと精査して取り組むべき。
　本当に必要な事業については、総合特区制度の活用も含め、先駆的取組を行う地域に
関係府省の予算が集中的に投入され、効率的・効果的に事業が実施されるように、内閣
府は総合調整や様々な司令塔的な機能に専念すべきである。
　地域をフィールドとしたスマートコミュニティに関する各省の実証・補助事業につい
ては、環境未来都市先導的モデル事業、総合特区支援制度を含めて、関係する府省で十
分な連携・調整を行い、効率的な事業の運営を実施していただきたい。
　環境未来都市について、一般会計分「廃止」という意味は、この予算を計上してのや
り方については認められないということで、既に指定されている環境未来都市の指定を
取り消すということではない。全体の調整を内閣府で、予算の実施は各省庁でという形
で、若干の財源を内閣府が持って、それを他省庁に移し替えるという工夫はあってよい
が、実施は各省庁でやってもらい、全体のコーディネートを内閣府がやるということで
整理していただきたい。

行政刷新会議「新仕分け」の結果について
（内閣官房・内閣府本府等）

資料３－２



地区別、時期別（記念日別）、災害別、
訴求対象別に下記の取組を行います。

①国民に対する「意識調査」を実施し、
国民運動の課題を明確化します。ま
た、課題の解決に向け、有識者の知
見を活用するため、「推進会議」を
開催します。

②国民運動の「シンボルマーク」につ
いて、公募を行い、東日本大震災の
発災日に合わせて表彰を行います。
また、将来の国民運動を担う若者を
養成する観点から、「子ども防災サ
ミット」を開催します。

③季節ごとの災害、記念日にあわせ、
過去の災害情報を整理しコンテンツ
化するほか、新たに発生した災害等
に関する災害別の映像・特集記事等
を作成し、ネット上のテキスト広
告・ポータルサイト等を通じて、広
く国民に発信・対話を行います。

④スマートフォン向け広報を通じ、国
民が身近なところから「減災」の基
本的な知識に触れられるようにしま
す。

⑤記念日等の機会を活用して、広く新
聞、ラジオ等マスメディアを通じた
広報を行います。

事業イメージ・具体例

期待される効果

○災害による被害の軽減のためには、
国及び地方公共団体のみならず、個
人、家庭、企業、団体等が平常時か
ら防災を意識し、いざという時に減
災に向けた行動をとることができる
ようにすることが必要です。

○このため、個人、企業、団体等の
様々な主体が連携し、国の総力をあ
げて防災・減災に向けた新たな国民
運動の枠組みを作るとともに、東日
本大震災の発生日など防災に関連し
た記念日等の機会を活用し、国民各
層が身近なところから防災・減災の
行動を行うための普及・啓発活動を
行い、減災に向けた国民運動を展開
します。

東日本大震災を踏まえた減災に向けた国民運動推進事業

要求額 ４．９億円【復興枠】

・国民の防災・減災に関する意識を高めます。
・減災について国民が身近に感じられるようにします。

事業概要・目的
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